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改

正

後

改

正

前

（
容
器
検
査
の
申
請
）

（
容
器
検
査
の
申
請
）

第
四
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
検
査
を
受
け

第
四
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
検
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
容
器
検
査
申
請
書
を
容
器
の
所
在
地
を

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
容
器
検
査
申
請
書
を
容
器
の
所
在
地
（

管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器

容
器
製
造
業
者
の
製
造
す
る
容
器
に
つ
い
て
は
事
業
所
の
所
在
地
、
輸
入

（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

を
し
た
容
器
に
つ
い
て
は
容
器
の
陸
揚
地
。
第
六
十
九
条
に
お
い
て
同
じ

容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

。
）
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
年
法
律
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い

以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の

て
は
、
容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
、
協
会
又
は
指
定

長
）
）
、
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

様
式
第

１

（第
４
条

関
係

）

様
式
第
１

（第
４
条
関
係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部

長

殿

（都
道
府
県
知
事

）

殿

高
圧
ガ
ス
保
安
協

会

指
定
容
器
検
査
機

関

［略

］

［略

］
様

式
第

２

（第
９

条
関

係

）

様
式
第
２

（第
９
条
関

係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部

長

殿

（都
道
府
県
知
事

）

殿
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高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

指
定
容
器
検
査
機

関
［略
］

［略

］

様
式

第
３

（第
14
条

関
係

）

様
式
第
３

（第
14
条
関

係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部

長

殿

（都
道
府
県
知
事

）

殿

高
圧
ガ
ス
保
安
協

会

指
定
容
器
検
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
４

（第
2
3条

関
係

）

様
式
第
４

（第
2
3条

関
係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部
長

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略

］

［略

］

様
式
第

５

（第
30
条

関
係

）

様
式
第
５

（第
30
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
６

（第
31
条

関
係

）

様
式
第
６

（第
31
条
関

係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
７

（第
32
条

関
係

）

様
式
第
７

（第
32
条
関

係

）

［略

］

［略

］

上
記

の
と

お
り

登
録
す

る

。

上
記
の
と
お
り

登
録
す

る

。

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

知
事

印
都

道
府

県
知
事

印

指
定

都
市

の
長

［略

］

［略

］

様
式

第
８

（第
3
5条

関
係

）

様
式
第
８

（第
3
5条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
９

（第
3
9条

関
係

）

様
式
第
９

（第
3
9条

関
係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
10

（第
41
条
第

１
項

関
係

）

様
式
第

10

（第
41
条
第
１
項

関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
11

（第
41
条

第
３
項

関
係

）

様
式
第

11

（第
41
条
第
３
項

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
2

（第
4
6条

第
１

項
関

係
）

様
式
第

1
2

（第
4
6条

第
１

項
関

係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
1
3

（第
4
6条

第
２

項
関
係

）

様
式
第

1
3

（第
4
6条

第
２

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
容
器
等
製
造
業
者

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
5

（第
4
9条

関
係

）

様
式
第

1
5

（第
4
9条

関
係

）

［略

］

［略
］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式
第

16

（第
51
条

関
係

）

様
式
第

16

（第
51
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式
第

17

（第
52
条

関
係

）

様
式
第

17

（第
52
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
18

（第
53
条

関
係

）

様
式
第

18

（第
53
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
19

（第
54
条

第
１
項

関
係

）

様
式
第

19

（第
54
条
第
１
項

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
0

（第
5
4条

第
２

項
関

係

）

様
式
第

2
0

（第
5
4条

第
２

項
関

係

）

［略

］

［略

］
殿

経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
1

（第
5
4条

第
３

項
関

係

）

様
式
第

2
1

（第
5
4条

第
３

項
関

係

）
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［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式
第

22

（第
55
条

第
１

項
関

係

）

様
式
第

22

（第
55
条
第
１
項

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
23

（第
55
条

第
２
項

関
係

）

様
式
第

23

（第
55
条
第
２
項

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
24

（第
55
条

第
３
項

関
係

）

様
式
第

24

（第
55
条
第
３
項

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
5

（第
5
7条

関
係

）

様
式
第

2
5

（第
5
7条

関
係

）

［略

］

［略
］

経
済
産
業
大
臣

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）



- 7 -

［略

］

［略

］

様
式
第

27

（第
60
条

関
係

）

様
式
第

27

（第
60
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
29

（第
63
条

関
係

）

様
式
第

29

（第
63
条
関
係

）

［略

］

［略

］

経
済
産
業
大
臣

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略

］

［略

］

様
式

第
31

（第
66
条

関
係

）

様
式
第

31

（第
66
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

指
定
容
器
検
査
機
関

［略

］

［略

］

様
式

第
3
3

（第
6
9条

関
係

）

様
式
第

3
3

（第
6
9条

関
係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部

長
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殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略
］

［略

］

様
式

第
34

（第
70
条

関
係

）

様
式
第

34

（第
70
条
関
係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部

長

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略

］

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
二
号
の
許
可
を
受
け

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
二
号
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
書
類
を
事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ

げ
る
書
類
を
事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄

つ
て
は
、
当
該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、

十
二
年
法
律
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

営
業
の
譲
渡
又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る
事
業

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

所
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
製
造

当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令

を
し
よ
う
と
す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計
画
書

第
二
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の

長
。
次
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十

七
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
九
条
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
七
条
、
第

三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五

項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

遺
贈
、
営
業
の
譲
渡
又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係

る
事
業
所
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス

の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造

計
画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表

［
略
］

表

［
略
］
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２

［
略
］

２

［
略
］

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

、
製
造
施
設
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
完
成

、
製
造
施
設
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
完
成
検
査
を
受
け
よ
う
と

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
七
の
製
造
施
設
完

す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
七
の
製
造
施
設
完
成
検
査
申
請
書
を
、

成
検
査
申
請
書
を
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
完

は
第
三
項
本
文
の
完
成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号

成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
八

と
き
は
、
様
式
第
八
の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

。（
協
会
等
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
）

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本

文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号

文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号

」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」

」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会

と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の

「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

２

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三

項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第

項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
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一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行

一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「

う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
の
所

指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
二
項

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る

中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
」
と
読
み
替

の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

第
二
十
六
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
二
十
六
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
十
三
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類
を

は
、
様
式
第
十
三
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
販
売
所

添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
販
売
所

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡

に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に

す
も
の
を
除
く
。
）
、
遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ

あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
八
条
及

る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
を
営
も

び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

う
と
す
る
者
が
新
た
に
届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付

し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
す
も
の
を
除
く
。
）
、

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
新
た
に

届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

第
三
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
十
八

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
十
八

の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
高
圧
ガ
ス
の
陸
揚
地
を
管
轄

の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
高
圧
ガ
ス
の
陸
揚
地
を
管
轄
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す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事

務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
指
定
都

市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
が
第

３

都
道
府
県
知
事
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
が
第
三
十
一
条
の
三
の
基

三
十
一
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
十

準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
十
九
の
輸
入
検
査
合
格

九
の
輸
入
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

第
三
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条

内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条

第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も

に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄

の
と
す
る
。

す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の

四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機
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内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条

関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入

に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管

検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一
条

の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機
関

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
略
］

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

第
三
十
五
条

［
略
］

第
三
十
五
条

［
略
］

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
略
］

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

冷
凍
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第

冷
凍
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第

一
種
製
造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規

一
種
製
造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規

定
す
る
事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
す
る
事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地

、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事

な
い
。

務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

７

［
略
］

７

［
略
］

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本
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海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
冷

海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
冷

凍
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一

凍
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一

種
製
造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定

種
製
造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定

す
る
事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

す
る
事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務

い
。

が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
冷
凍
保
安
責
任
者
の
選
任
等
）

（
冷
凍
保
安
責
任
者
の
選
任
等
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
冷
凍
保
安
責
任
者
を

３

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
冷
凍
保
安
責
任
者
を

選
任
す
る
必
要
の
な
い
第
二
種
製
造
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

選
任
す
る
必
要
の
な
い
第
二
種
製
造
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

冷
凍
の
た
め
ガ
ス
を
圧
縮
し
、
又
は
液
化
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を

一

冷
凍
の
た
め
ガ
ス
を
圧
縮
し
、
又
は
液
化
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を

す
る
設
備
で
そ
の
一
日
の
冷
凍
能
力
が
三
ト
ン
以
上
（
二
酸
化
炭
素
又

す
る
設
備
で
そ
の
一
日
の
冷
凍
能
力
が
三
ト
ン
以
上
（
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
二

ボ
ン
（
不
活
性
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
二
十
ト
ン
以
上
。

十
ト
ン
以
上
。
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性
の
も
の
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
五
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
。
）
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
五
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
。
）
の
も
の
を
使
用
し
て

を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
を
製
造
す
る
者

高
圧
ガ
ス
を
製
造
す
る
者

二

［
略
］

二

［
略
］

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

第
四
十
条

［
略
］

第
四
十
条

［
略
］
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２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指

２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う

定
都
市
の
長
が
行
う
保
安
検
査
は
、
三
年
以
内
に
少
な
く
と
も
一
回
以
上

保
安
検
査
は
、
三
年
以
内
に
少
な
く
と
も
一
回
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

４

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文

４

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
保
安
検
査
に
お
い

の
保
安
検
査
に
お
い
て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省

て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
二
十
四
の
保
安
検

第
二
十
四
の
保
安
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）

第
四
十
一
条

［
略
］

第
四
十
一
条

［
略
］

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三
十
五
条
第

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三
十
五
条
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十

る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
」
と
、

五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
事

同
条
第
三
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と

る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市

、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替

の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
よ
う
と

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者

す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
二
十
五
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検

は
、
様
式
第
二
十
五
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保

査
受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
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市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機

、
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管

関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
所
の
所
在
地
に
お
い
て
保

事
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
所
の
所
在
地
に
お
い
て
保
安
検
査
を
行
う
指
定

安
検
査
を
行
う
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県

保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読

「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る

届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
二
十
六
の
指
定
保
安
検

第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
二
十
六
の
指
定
保
安
検
査
機
関
保
安
検
査
受

査
機
関
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地

検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
票
）

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
六
十
七
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
、

第
六
十
七
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
又

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は

は
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は
、
様
式
第
四
十
五

、
様
式
第
四
十
五
と
す
る
。

と
す
る
。

（
事
故
届
）

（
事
故
届
）

第
六
十
八
条

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定

第
六
十
八
条

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
事
故
を

都
市
の
長
に
事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
十
六
の
事
故

届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
十
六
の
事
故
届
書
を
、
事
故
の
発

届
書
を
、
事
故
の
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
場

生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
生
し
た
事
故

。

に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
報
告
）

（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
の
報
告
）

第
六
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
七
十
四

第
六
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事

よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事
故
の
発
生
日
時
及
び

故
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他

場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に

参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
又
は
指

つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保

定
都
市
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に

安
監
督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の

、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ

上
欄
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
様
式
第
四
十
七
の

報
告
期
限
ま
で
に
様
式
第
四
十
七
の
事
故
報
告
書
を
当
該
産
業
保
安
監
督

事
故
報
告
書
を
当
該
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。表

［
略
］

表

［
略
］

２

都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う

２

都
道
府
県
知
事
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二

と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
四
十
八
の
報
告
徴
収
等
結
果
報
告
書
を
当
該

十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か

都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

に
様
式
第
四
十
八
の
報
告
徴
収
等
結
果
報
告
書
を
当
該
都
道
府
県
の
区
域

な
ら
な
い
。

を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
七
十
条

第
四
十
二
条
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条

第
七
十
条

第
四
十
二
条
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条

（
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

（
都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府

の
規
定
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に

県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

様
式

第
１

（第
３

条
関

係

）

様
式
第
１

（第
３
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式
第

２

（第
４
条

関
係

）

様
式
第
２

（第
４
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
３

（第
９

条
関

係

）

様
式
第
３

（第
14
条
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
３

の
２

（第
９

条
の

２
関

係

）

様
式
第
３
の
２

（第
９
条

の
２
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
４

（第
14
条
関

係

）

様
式
第
４

（第
14
条
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式
第

５

（第
15
条

関
係

）

様
式
第
５

（第
15
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式
第

６

（第
18
条

関
係

）

様
式
第
６

（第
18
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
７

（第
21
条

及
び
第

22
関

係

）

様
式
第
７

（第
21
条
及

び
第

22
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査

機
関
名

備
考

１
・
２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
氏

名
を

記
載

し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ
ば
よ

い

。

と
が

で
き

る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
４

氏
名

を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ

署
す

る
も

の
と

す
る

。

と
が

で
き

る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自

署
す
る
も
の
と

す
る

。

様
式

第
８

（第
21
条
及

び
第

22
関
係

）

様
式
第
８

（第
21
条
及

び
第

22
関
係

）

［略

］

［略

］
都

道
府

県
知

事
都

道
府

県
知

事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
完

成
検
査

機
関

名

指
定

完
成

検
査

機
関
名
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［略
］

［略

］

様
式
第

９
（第

22
条

関
係

）

様
式
第
９

（第
22
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
0

（第
2
2条

関
係

）

様
式
第

1
0

（第
2
2条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
1

（第
2
4条

関
係

）

様
式
第

1
1

（第
2
4条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
12

（第
24
条
関

係

）

様
式
第

12

（第
24
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
13

（第
26
条

関
係

）

様
式
第

13
（第

26
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿



- 13 -

［略

］

［略

］

様
式
第

13
の

２

（第
26条

の
２

関
係

）

様
式
第

13
の
２

（第
26
条

の
２
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
4

（第
2
8条

関
係

）
様
式
第

1
4

（第
2
8条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
5

（第
2
9条

関
係

）

様
式
第

1
5

（第
2
9条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
16

（第
29
条
関

係

）

様
式
第

16

（第
29
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
様

式
第

17

（第
30
条

関
係

）

様
式
第

17

（第
30
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式
第

18

（第
31
条

関
係

）

様
式
第

18

（第
31
条
関
係

）

［略
］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
輸
入
検
査

機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
9

（第
3
1条

関
係

）

様
式
第

1
9

（第
3
1条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
輸
入

検
査

機
関
名

指
定

輸
入

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
19
の
２

（第
31条

の
２

関
係

）

様
式
第

19
の
２

（第
31
条
の

２
関
係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
19
の

３

（第
31条

の
２
関

係

）

様
式
第

19
の
３

（第
31
条

の
２
関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
19
の

４
（第

31条
の

２
関

係

）

様
式
第

19
の
４

（第
31
条

の
２
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
9の

５

（第
3
1条

の
２

関
係

）
様
式
第

1
9の

５

（第
3
1条

の
２
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
0

（第
3
5条

関
係

）

様
式
第

2
0

（第
3
5条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式
第

21

（第
37
条

関
係

）

様
式
第

21

（第
37
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
22

（第
39
条

関
係

）

様
式
第

22
（第

39
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
38

（第
79
条

、第
80
条

関
係

）

様
式
第

23

（第
40
条
及
び
第

41
条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
保
安
検
査

機
関
名

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
氏

名
を

記
載

し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。
と

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
４

氏
名

を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ

署
す

る
も

の
と

す
る

。

と
が

で
き

る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自

署
す
る
も
の
と

す
る

。

様
式

第
24

（第
40
条
及

び
第

41
条
関

係

）

様
式
第

24

（第
40
条
及
び
第

41
条
関

係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
保

安
検

査
機
関

名

指
定
保

安
検

査
機
関
名

［略

］

［略

］
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様
式
第

25

（第
41
条

関
係

）

様
式
第

25

（第
41
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
26

（第
41
条

関
係

）

様
式
第

26

（第
41
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7

（第
4
2条

関
係

）

様
式
第

2
7

（第
4
2条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
28

（第
42
条
関

係

）

様
式
第

28

（第
42
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式
第

29

（第
46
条

関
係

）

様
式
第

29

（第
46
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式
第

31

（第
48
条

関
係

）

様
式
第

31

（第
48
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
33

（第
50
条

関
係

）

様
式
第

33

（第
50
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調

査
機
関

名

［略

］

［略

］

様
式

第
3
5

（第
5
0条

関
係

）

様
式
第

3
5

（第
5
0条

関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調

査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式
第

37

（第
52
条

関
係

）

様
式
第

37
（第

52
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿
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［略

］

［略

］

様
式
第

38

（第
52
条

関
係

）

様
式
第

38

（第
52
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
9

（第
5
5条

関
係

）
様
式
第

3
9

（第
5
5条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
0

（第
5
5条

関
係

）

様
式
第

4
0

（第
5
5条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
41

（第
56
条
関

係

）

様
式
第

41

（第
56
条
関
係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安
協

会
殿

指
定
設
備
認
定

機
関

［略

］

［略

］
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様
式
第

43

（第
59
条

関
係

）

様
式
第

43

（第
59
条
関
係

）

［略
］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定

機
関

［略

］

［略

］

様
式

第
4
3の

２

（第
6
2条

の
２

関
係

）
様
式
第

4
3の

２

（第
6
2条

の
２
関
係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定

機
関

［略

］

［略

］

様
式

第
45

（第
67
条
関

係

）

様
式
第

45

（第
67
条
関
係

）

第
１

頁
第

１
頁

［略

］

［略

］
第

号
第

号

職
氏

名
職

氏
名

生
年

月
日

生
年

月
日

高
圧

ガ
ス

保
安
法

第
6
2
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
6
2
条
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立
入

検
査

証
立

入
検

査
証

の
規

定
に

よ
る

の
規
定
に
よ
る

年
月

日
発

行
年

月
日

発
行

有
効

期
間

有
効
期
間

印
経

済
産
業

大
臣

（都
道
府
県

知
事

）

印

第
２

頁
第

２
頁

高
圧

ガ
ス

保
安

法
抜

粋
高

圧
ガ
ス

保
安
法
抜

粋

第
62

条

［略

］

第
62

条

［略

］

第
7
9
条

の
３

（略

）第
6
2
条

第
１

項
（略

）の
規

定
に

よ
り

都
道

府
第

8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、3
0
万

円
以

下
の

罰
金

に

県
知

事
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

は

、指
定

都
市

に
お

処
す
る

。
い

て
は

、指
定

都
市

の
長

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。こ
の

場
合

に
四

第
3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

お
い

て
は

、こ
の

法
律

中
前

段
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
去
を
拒
み

、妨
げ

、又
は
忌

避
し

た
者

知
事

に
関

す
る

規
定

は

、指
定

都
市

の
長

に
関

す
る

規
定

と
し

て
指

定
都

市
の

長
に

適
用

が
あ

る
も

の
と
す

る

。

（略

）

第
8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、三
十

万
円

以
下

の
罰

金

に
処

す
る

。

四
第

3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

去
を

拒
み

、妨
げ

、又
は

忌
避

し
た

者

様
式

第
46

（第
68
条
関

係

）

様
式
第

46
（第

68
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式
第

47

（第
68
条

の
２

関
係

）

様
式
第

47

（第
68
条
の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知

事
印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ

と

。

２
×
印
の
項

は
記
載

し
な
い

こ
と

。
３

［

］内
は
該

当
す

る
一

機
関

名
を

記
載

す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

様
式

第
4
8

（第
6
8条

の
２

関
係

）

様
式
第

4
8

（第
6
8条

の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知

事
印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略
］
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２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る
一

機
関

名
を

記
載

す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
の
許
可
を
受
け

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計

画
書
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者

画
書
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を

に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
（
昭

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺

和
二
十
二
年
法
律
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

贈
、
営
業
の
譲
渡
又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る

都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ

事
業
所
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の

て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年

製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計

政
令
第
二
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事

画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都

市
の
長
。
次
条
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六

条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の

二
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

一
条
の
二
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七

十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第

五
項
、
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、
営
業
の
譲
渡
又
は
分
割
（

当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る
事
業
所
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
新

た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計
画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
第
一
種
貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

第
二
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
七
の
第
一
種
貯
蔵
所
設
置
許
可
申
請
書
に
第
一
号
か
ら

る
者
は
、
様
式
第
七
の
第
一
種
貯
蔵
所
設
置
許
可
申
請
書
に
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
第
四
号
に
掲
げ
る

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
第
四
号
に
掲
げ
る

図
面
を
添
え
て
、
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該

図
面
を
添
え
て
、
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

貯
蔵
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十

六
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
承
継
の
届
出
）

（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
承
継
の
届
出
）

第
二
十
五
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
設
置
の
許
可
を

第
二
十
五
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
設
置
の
許
可
を

受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
第

受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
第

一
種
貯
蔵
所
承
継
届
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

一
種
貯
蔵
所
承
継
届
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
（
当
該
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管

轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
変
更
の
工
事
の
届
出
）

（
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
変
更
の
工
事
の
届
出
）
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第
三
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
第

第
三
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
第

二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
二
の
第
二
種
貯
蔵
所

二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
二
の
第
二
種
貯
蔵
所

位
置
等
変
更
届
書
に
変
更
明
細
書
を
添
え
て
、
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
在
地

位
置
等
変
更
届
書
に
変
更
明
細
書
を
添
え
て
、
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
が
指
定
都

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務

が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

第
三
十
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

、
製
造
施
設
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都

、
製
造
施
設
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
完
成

市
の
長
が
行
う
完
成
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
有
者

種
貯
蔵
所
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
様
式

若
し
く
は
占
有
者
は
、
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
三
の
製
造
施
設

第
十
三
の
製
造
施
設
完
成
検
査
申
請
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は

完
成
検
査
申
請
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
四
の
第
一

様
式
第
十
四
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
申
請
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
所

種
貯
蔵
所
完
成
検
査
申
請
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所

又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二

条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を

管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
完

は
第
三
項
本
文
の
完
成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号

成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
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の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
様
式
第
十
五

と
き
は
様
式
第
十
五
の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
が
法

の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
が
法
第
十
六
条
第
二
項
の

第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
様
式
第
十
六
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
証
を

き
は
様
式
第
十
六
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
協
会
等
に
よ
る
完
成
検
査
証
の
届
出
等
）

（
協
会
等
に
よ
る
完
成
検
査
証
の
届
出
等
）

第
三
十
三
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ

第
三
十
三
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第

三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項

三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項

第
一
号
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る

第
一
号
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う

の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を

」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
又
は
貯
蔵

と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
」
と
あ
る
の

は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長

」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又

は
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第

は
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第

三
項
第
一
号
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と

三
項
第
一
号
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完

あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種

成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を

貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
又
は
第
一

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
」
と
、

種
貯
蔵
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
（
当
該
事
業
所

同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
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又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る

指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検

査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

４

法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又

指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に

は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一
種
貯

届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
若
し

蔵
所
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
八
の
指
定
完
成
検
査
機

く
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
八
の
指
定
完
成
検
査
機
関
完
成
検
査
受
検
届

関
完
成
検
査
受
検
届
書
を
、
完
成
検
査
を
受
け
た
事
業
所
又
は
第
一
種
貯

書
を
、
完
成
検
査
を
受
け
た
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管

蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
三
十
八
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
二
十
一
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類

は
、
様
式
第
二
十
一
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
販
売

を
添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
販
売

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り

所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合

渡
す
も
の
を
除
く
。
）
、
遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ

に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
四
十
四
条

せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
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及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
営
も
う
と
す
る
者
が
新
た
に
届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類

た
だ
し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
す
も
の
を
除
く
。

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
、
遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
引
き
続
き
液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者

が
新
た
に
届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

第
四
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
六
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
二

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
六
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
二

十
六
の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
陸
揚

十
六
の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
陸
揚

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規

定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄
す

る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
五

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

［
略
］

２

［
略
］

３

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
及
び

３

都
道
府
県
知
事
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
及
び
そ
の
容
器
が
第
四
十

そ
の
容
器
が
第
四
十
五
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

五
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
二
十
七

は
、
様
式
第
二
十
七
の
輸
入
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
輸
入
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
五
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

第
四
十
五
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
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」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
液
化
石
油
ガ

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
液
化
石
油
ガ

ス
の
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の

ス
の
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、

区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十

同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え

二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地

る
も
の
と
す
る
。

を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十

五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
協

会
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ

る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
液
化
石
油
ガ

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
液
化
石
油
ガ

ス
の
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の

ス
の
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入
検

区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十

査
機
関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定

二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地

輸
入
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十

五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
輸
入
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
輸
入
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
略
］

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

第
六
十
一
条

［
略
］

第
六
十
一
条

［
略
］

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
略
］

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
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の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

液
化
石
油
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製

液
化
石
油
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製

造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る

造
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る

事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業

事
項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
指
定

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

［
略
］

７

［
略
］

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本

海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
液

海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
液

化
石
油
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造

化
石
油
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造

者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事

者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事

項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所

項
の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
指
定
都

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令
第

二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所

在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

第
七
十
七
条

［
略
］

第
七
十
七
条

［
略
］

２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都

２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安

市
の
長
が
行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に

検
査
は
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産

あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る

業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
を
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。
た
だ
し
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ
て
、
様
式
第
三
十
六
の

休
止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ
て
、
様
式
第
三
十
六
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造

二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
事
業

施
設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か

す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検

つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自
ら
行
つ
た
こ
と
の
な

査
（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自
ら
行
つ
た
こ
と
の
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は

い
施
設
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
ら
当
該
施
設

、
完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
ら
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う

を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
経
済
産
業
大

と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に

臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
以
上
）

あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下

で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施

「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ

設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

う
と
す
る
と
き
ま
で
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
略
］

６

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文

６

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
保
安
検
査
に
お
い

の
保
安
検
査
に
お
い
て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省

て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
八
の
保
安
検

第
三
十
八
の
保
安
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）

第
七
十
八
条

［
略
］

第
七
十
八
条

［
略
］

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第

定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第

一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の

一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る

長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所

項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第

協
会
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と

六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の

あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。
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３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
よ
う
と

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者

す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
三
十
九
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検

は
、
様
式
第
三
十
九
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保

査
受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

六
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が

は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う

行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項

」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
六
項

る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事

中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る

届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
四
十
の
指
定
保
安
検
査

第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
四
十
の
指
定
保
安
検
査
機
関
保
安
検
査
受
検

機
関
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を

届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
票
）

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
九
十
五
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
、

第
九
十
五
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
又

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は

は
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は
、
様
式
第
五
十
六

、
様
式
第
五
十
六
と
す
る
。

と
す
る
。

（
事
故
届
）

（
事
故
届
）
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第
九
十
六
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又

第
九
十
六
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

は
指
定
都
市
の
長
に
事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十
七

事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十
七
の
事
故
届
書
（
特
定

の
事
故
届
書
（
特
定
消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第

消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
十
七
の
二
の
事
故

五
十
七
の
二
の
事
故
届
書
）
を
事
故
の
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道

届
書
）
を
事
故
の
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

府
県
知
事
（
当
該
場
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
発
生
し
た
事
故
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に

該
当
し
な
い
場
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
報
告
）

（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
の
報
告
）

第
九
十
六
条
の
二

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
七
十
四

第
九
十
六
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事

よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事
故
の
発
生
日
時
及
び

故
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他

場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
（

参
考
と
な
る
事
項
（
特
定
消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

特
定
消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
消
費
設
備

当
該
特
定
消
費
設
備
の
製
造
者
又
は
輸
入
者
の
名
称
、
機
種
、
型
式
及
び

の
製
造
者
又
は
輸
入
者
の
名
称
、
機
種
、
型
式
及
び
製
造
年
月
そ
の
他
参

製
造
年
月
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
当
な
方
法

考
と
な
る
事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
都
道
府

に
よ
り
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監

県
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ

督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ

に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
様
式
第
五
十
八
の
事
故

期
限
ま
で
に
様
式
第
五
十
八
の
事
故
報
告
書
（
特
定
消
費
設
備
に
係
る
事

報
告
書
（
特
定
消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
十

故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
十
八
の
二
の
事
故
報
告
書
）
を
当
該
産

八
の
二
の
事
故
報
告
書
）
を
当
該
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ

業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

表

［
略
］

表

［
略
］

２

都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う

２

都
道
府
県
知
事
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二

と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
五
十
九
の
報
告
徴
収
等
結
果
報
告
書
を
当
該

十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か

都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

に
様
式
第
五
十
九
の
報
告
徴
収
等
結
果
報
告
書
を
当
該
都
道
府
県
の
区
域

な
ら
な
い
。

を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
九
十
九
条

第
七
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
五
条
及
び
第
九
十
六

第
九
十
九
条

第
七
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
五
条
及
び
第
九
十
六

条
（
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。

条
（
都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道

）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め

府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

様
式

第
１

（第
３

条
関

係
）

様
式
第
１

（第
３
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
２

（第
４

条
関

係

）

様
式
第
２

（第
４
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
３

（第
1
0
条

関
係

）

様
式
第
３

（第
1
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
様

式
第

３
の

２

（第
1
0
条

の
２

関
係

）

様
式
第
３
の
２

（第
1
0
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
４

（第
1
5
条

関
係

）

様
式
第
４

（第
1
5
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
５

（第
1
6
条

関
係

）

様
式
第
５

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
６

（第
1
7
条

関
係

）

様
式
第
６

（第
1
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
７

（第
2
1
条

関
係

）

様
式
第
７

（第
2
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
８

（第
2
5
条

関
係

）

様
式
第
８

（第
2
5
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
９

（第
2
6
条

関
係

）

様
式
第
９

（第
2
6
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
0

（第
2
8
条

関
係

）

様
式
第
1
0

（第
2
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
1

（第
2
9
条

関
係

）

様
式
第
1
1

（第
2
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
2

（第
3
0
条

関
係

）

様
式
第
1
2

（第
3
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
3

（第
3
2
関

係

）

様
式
第
1
3

（第
3
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機
関

名
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備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
氏

名
を

記
載

し

、押
印

す
る

こ
と
に

代
え

て

、署
名
す
る
こ
と

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お
い

て

、署
名

は
必
ず
本
人
が
自
署
す

４
氏
名
を
記
載
し

、押
印

す
る

こ
と
に

代
え
て

、署
名

す
る

こ
と

る
も

の
と

す
る

。

が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い

て

、署
名

は
必

ず
本
人

が
自

署
す

る
も
の
と
す
る

。

様
式

第
1
4

（第
3
2
条

、第
3
3関

係

）

様
式
第
1
4

（第
3
2
条

、第
3
3条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機
関

名

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
氏

名
を

記
載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名
す
る
こ
と

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必
ず
本
人
が
自
署
す

４
氏
名
を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と
に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
と

る
も

の
と

す
る

。

が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す

る
も
の
と
す
る

。

様
式

第
1
5

（第
3
2
条

関
係

）

様
式
第
1
5

（第
3
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事
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指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
完
成

検
査
機

関
名

指
定

完
成

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
6

（第
3
2
条

関
係

）

様
式
第
1
6

（第
3
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
完
成

検
査

機
関

名

指
定

完
成

検
査

機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
7

（第
3
3
条

関
係

）

様
式
第
1
7

（第
3
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
8

（第
3
3
条

関
係

）

様
式
第
1
8

（第
3
3
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
1
9

（第
3
5
条

関
係

）

様
式
第
1
9

（第
3
5
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
0

（第
3
5
条

関
係

）

様
式
第
2
0

（第
3
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
1

（第
3
8
条

関
係

）

様
式
第
2
1

（第
3
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
1の

２

（第
3
8
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
1の

２

（第
3
8
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
2

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
2
2

（第
4
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
3

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
2
3

（第
4
2
条
関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
2
4

（第
4
3
条

関
係

）

様
式
第
2
4

（第
4
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
5

（第
4
4
条

関
係

）

様
式
第
2
5

（第
4
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
6

（第
4
5
条

関
係

）

様
式
第
2
6

（第
4
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
輸
入
検
査
機
関

名

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7

（第
4
5
条

関
係

）

様
式
第
2
7

（第
4
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
輸
入

検
査
機

関
名

指
定

輸
入

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7の

２

（第
4
5
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
7の

２

（第
4
5
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7の

３

（第
4
5
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
7の

３

（第
4
5
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7の

４

（第
4
5
条

の
５

関
係

）

様
式
第
2
7の

４

（第
4
5
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
様

式
第
2
7の

５

（第
4
5
条

の
５

関
係

）

様
式
第
2
7の

５

（第
4
5
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
2
8

（第
5
1
条

関
係

）

様
式
第
2
8

（第
5
1
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8の

２

（第
5
1
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
8の

２

（第
5
1
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
9

（第
5
4
条

関
係

）

様
式
第
2
9

（第
5
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
0

（第
5
6
条

関
係

）

様
式
第
3
0

（第
5
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
1

（第
6
1
条

関
係

）

様
式
第
3
1

（第
6
1
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
3
2

（第
6
5
条

関
係

）

様
式
第
3
2

（第
6
5
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
2の

２
（第

6
5
条

関
係

）

様
式
第
3
2の

２

（第
6
5
条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
3

（第
6
9
条

関
係

）

様
式
第
3
3

（第
6
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4

（第
7
2
条

関
係

）

様
式
第
3
4

（第
7
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
5

（第
7
3
条

関
係

）

様
式
第
3
5

（第
7
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
6

（第
7
6
条

関
係

）

様
式
第
3
6

（第
7
6
条
関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
3
6の

２
（第

7
7
条

、第
7
8
条

関
係

）

様
式
第
3
6の

２

（第
7
7
条

、第
7
8
条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
7

（第
7
7
条

、第
7
8条

関
係

）
様
式
第
3
7

（第
7
7
条

、第
7
8条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
保
安
検
査
機
関

名

備
考

１

～４

［略

］

備
考

１

～４

［略

］

５
氏

名
を

記
載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名
す
る
こ
と

５

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必
ず
本
人
が
自
署
す

６
氏
名
を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と
に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
と

る
も

の
と

す
る

。

が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す

る
も
の
と
す
る

。

様
式

第
3
8

（第
7
7
条

、第
7
8条

関
係

）

様
式
第
3
8

（第
7
7
条

、第
7
8条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事
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指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
保
安

検
査
機

関
名

指
定

保
安

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
3
9

（第
7
8
条

関
係

）

様
式
第
3
9

（第
7
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
0

（第
7
8
条

関
係

）

様
式
第
4
0

（第
7
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
1

（第
7
9
条

関
係

）

様
式
第
4
1

（第
7
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
2

（第
7
9
条

関
係

）

様
式
第
4
2

（第
7
9
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
4
3

（第
8
3
条

関
係

）

様
式
第
4
3

（第
8
3
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
5

（第
8
5
条

関
係

）

様
式
第
4
5

（第
8
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
7

（第
8
7
条

関
係

）

様
式
第
4
7

（第
8
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
4
9

（第
8
7
条

関
係

）

様
式
第
4
9

（第
8
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関
名
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［略

］

［略

］

様
式

第
5
1

（第
8
9
条

関
係

）

様
式
第
5
1

（第
8
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
2

（第
8
9
条

関
係

）
様
式
第
5
2

（第
8
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
3

（第
9
2
条

関
係

）

様
式
第
5
3

（第
9
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
4

（第
9
2
条

関
係

）

様
式
第
5
4

（第
9
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
様

式
第
5
4の

2

（第
9
2
条

の
2
関

係

）

様
式
第
5
4の

2

（第
9
2
条

の
2
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
5
4の

3

（第
9
2
条

の
2
関

係

）

様
式
第
5
4の

3

（第
9
2
条

の
2
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
4の

6

（第
9
2
条

の
5
関

係

）

様
式
第
5
4の

6

（第
9
2
条

の
5
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
4の

7

（第
9
2
条

の
5
関

係

）

様
式
第
5
4の

7

（第
9
2
条

の
5
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
6

（第
9
5
条

関
係

）

様
式
第
5
6

（第
9
5
条
関
係

）

第
１

頁
第

１
頁

［略

］

［略

］

第
号

第
号

職
氏

名
職

氏
名

生
年

月
日

生
年

月
日

高
圧

ガ
ス

保
安

法
第
6
2
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
6
2
条

立
入

検
査

証
立

入
検

査
証

の
規

定
に

よ
る

の
規
定
に
よ
る
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年
月

日
発

行
年

月
日

発
行

有
効

期
間

有
効
期
間

印
経

済
産
業

大
臣

（都
道
府
県

知
事

）

印

第
２

頁
第

２
頁

高
圧

ガ
ス

保
安

法
抜

粋
高

圧
ガ
ス

保
安
法
抜

粋

第
6
2
条

［略

］

第
6
2
条

［略

］

第
7
9
条

の
３

（略

）第
6
2
条

第
１

項

（略

）の
規

定
に

よ
り

都
道

府
第

8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、3
0
万

円
以

下
の

罰
金

に

県
知

事
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

は

、指
定

都
市

に
お

処
す
る

。

い
て

は

、指
定

都
市

の
長

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。こ
の

場
合

に
四

第
3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

お
い

て
は

、こ
の

法
律

中
前

段
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
去
を
拒
み

、妨
げ

、又
は
忌

避
し
た

者

知
事

に
関

す
る

規
定

は
、指

定
都

市
の

長
に

関
す

る
規

定
と

し
て

指

定
都

市
の

長
に
適

用
が

あ
る

も
の
と

す
る

。

（略
）

第
8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、三
十

万
円

以
下

の
罰

金

に
処

す
る

。

四
第

3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

去
を

拒
み

、妨
げ

、又
は

忌
避

し
た

者

様
式

第
57

（第
96

条
関

係

）

様
式
第
57

（第
96

条
関

係

）

［略

］

［略
］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
5
7の

２

（第
9
6
条

関
係

）

様
式
第
5
7の

２

（第
9
6
条

関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
8

（第
9
6
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
8

（第
9
6
条
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知
事

印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る

一
機

関
名

を
記

載
す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

様
式

第
5
8の

２

（第
9
6
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
8の

２

（第
9
6
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］
都

道
府

県
知
事

印
都
道

府
県

知
事

㊞

指
定

都
市
の
長
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殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ

と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３
［

］内
は

該
当

す
る
一

機
関

名
を

記
載

す
れ
ば
よ
い

。

４

［略
］

３

［略

］

様
式

第
5
9

（第
9
6
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
9

（第
9
6
条
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都
道

府
県

知
事

印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る

一
機

関
名

を
記

載
す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計
画
書
を
添
え
て
、

、
様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計
画
書
を
添
え
て
、

事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府

該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
（
当
該
事
業
所
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
六
十
七
号

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、
営
業
の
譲
渡

）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」

又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る
事
業
所
を
承
継
さ

と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事

せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と

務
が
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。
以
下
「
令

す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計
画
書
の
添
付
を
省

」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第

一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項

、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
四

十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
一

項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
第
二
項

、
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
八
十
条
第
三
項
、
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、
営
業
の
譲
渡

又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る
事
業
所
を
承
継
さ

せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と

す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計
画
書
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

［
略
］

２

［
略
］

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
略
］

２

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条

２

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条

第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性

げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性

を
有
す
る
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

を
有
す
る
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

一

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又
は
充
填
に
お
い

一

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又
は
充
填
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態

て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態

で
行
う
こ
と
。

で
行
う
こ
と
。

イ
～
チ

［
略
］

イ
～
チ

［
略
］

リ

車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す

リ

車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す

る
高
圧
ガ
ス
を
充
填
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
充
填
し

る
高
圧
ガ
ス
を
充
填
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
充
填
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ

め
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
た
場
所
に
お

め
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
所
に
お
い
て
当
該
容
器
に
充
填
す

い
て
当
該
容
器
に
充
填
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヌ

［
略
］

ヌ

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

３

［
略
］

３

［
略
］

（
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条
の
二

［
略
］

第
八
条
の
二

［
略
］

２

製
造
設
備
が
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る

２

製
造
設
備
が
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る

法
第
八
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の

法
第
八
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
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各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

圧
縮
水
素
又
は
液
化
水
素
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又

二

圧
縮
水
素
又
は
液
化
水
素
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又

は
充
填
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支

は
充
填
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支

障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

イ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ホ

［
略
］

ヘ

第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
知
事
若

ヘ

第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
知
事
に

し
く
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
た
場
所
で
充
塡
す
る
こ
と
。

届
け
出
た
場
所
で
充
塡
す
る
こ
と
。

三
～
五

［
略
］

三
～
五

［
略
］

（
処
理
能
力
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
第
二
種
製
造
者
に
係
る
技
術
上

（
処
理
能
力
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
第
二
種
製
造
者
に
係
る
技
術
上

の
基
準
）

の
基
準
）

第
十
二
条

［
略
］

第
十
二
条

［
略
］

２

第
二
種
製
造
者
の
う
ち
前
条
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
係
る
法
第
十
二

２

第
二
種
製
造
者
の
う
ち
前
条
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
係
る
法
第
十
二

条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に

条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
略
］

六

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
、
車

六

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
、
車

両
に
固
定
し
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す
る
高
圧
ガ

両
に
固
定
し
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す
る
高
圧
ガ

ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
充
塡
し
な
い
こ
と
。
た

ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
充
塡
し
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
知
事

だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
知
事

若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
た
場
所
に
お
い
て
当
該
容
器
に
充

に
届
け
出
た
場
所
に
お
い
て
当
該
容
器
に
充
塡
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

塡
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

（
第
一
種
貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
二
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
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者
は
、
様
式
第
七
の
第
一
種
貯
蔵
所
設
置
許
可
申
請
書
に
第
一
号
か
ら
第

者
は
、
様
式
第
七
の
第
一
種
貯
蔵
所
設
置
許
可
申
請
書
に
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
第
四
号
に
掲
げ
る
図

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
第
四
号
に
掲
げ
る
図

面
を
添
え
て
、
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
貯

面
を
添
え
て
、
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

蔵
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
貯
蔵
所
に
係

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
五

条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
承
継
の
届
出
）

（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
承
継
の
届
出
）

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
設
置
の
許
可
を

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
設
置
の
許
可
を

受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
第

受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
第

一
種
貯
蔵
所
承
継
届
書
を
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

一
種
貯
蔵
所
承
継
届
書
を
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
（
当
該
第
一
種
貯
蔵
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
、
当
該
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る

事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
変
更
の
工
事
の
届
出
）

（
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
変
更
の
工
事
の
届
出
）

第
二
十
九
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
二
十
九
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
二
の
第
二
種
貯
蔵

第
二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
十
二
の
第
二
種
貯
蔵

所
位
置
等
変
更
届
書
に
変
更
明
細
書
を
添
え
て
、
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
在

所
位
置
等
変
更
届
書
に
変
更
明
細
書
を
添
え
て
、
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
第
二
種
貯
蔵
所
が
指
定
都
市
の
区

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
二
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
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二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第

二
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

（
完
成
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

第
三
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

、
製
造
施
設
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都

、
製
造
施
設
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
完
成

市
の
長
が
行
う
完
成
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
有
者

種
貯
蔵
所
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
様
式

若
し
く
は
占
有
者
は
、
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
三
の
製
造
施
設

第
十
三
の
製
造
施
設
完
成
検
査
申
請
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は

完
成
検
査
申
請
書
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
四
の
第
一

様
式
第
十
四
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
申
請
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
所

種
貯
蔵
所
完
成
検
査
申
請
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所

又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種

貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
三

十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
の
完

は
第
三
項
本
文
の
完
成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号

成
検
査
に
お
い
て
、
製
造
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
様
式
第
十
五

と
き
は
様
式
第
十
五
の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
が
法

の
製
造
施
設
完
成
検
査
証
を
、
第
一
種
貯
蔵
所
が
法
第
十
六
条
第
二
項
の

第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
様
式
第
十
六
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
証
を

き
は
様
式
第
十
六
の
第
一
種
貯
蔵
所
完
成
検
査
証
を
、
交
付
す
る
も
の
と

、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。
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（
協
会
等
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と

第
三
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と

い
う
。
）
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

い
う
。
）
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「

二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行

都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所

う
」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

県
知
事
（
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ

は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協

る
場
合
（
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
令
第

会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当

該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。

次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長

」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三

項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第

項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
第

一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行

一
号
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「

う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
又
は

指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
「
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
の
所

第
一
種
貯
蔵
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
又

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関

は
第
一
種
貯
蔵
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検

事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る

査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
又
は
第
一
種
貯
蔵

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
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道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
完
成
検
査
機
関

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

（
販
売
業
者
に
係
る
販
売
の
事
業
の
届
出
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
三
十
七
条

法
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
二
十
一
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類

は
、
様
式
第
二
十
一
の
高
圧
ガ
ス
販
売
事
業
届
書
に
次
項
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
販
売

を
添
え
て
、
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
販
売
所
に
係
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り

事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て

渡
す
も
の
を
除
く
。
）
、
遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ

は
、
当
該
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
四
十
一
条

せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
を
営

、
第
四
十
四
条
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ

も
う
と
す
る
者
が
新
た
に
届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類
の
添

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
の
譲
渡
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
す

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
の
を
除
く
。
）
、
遺
贈
又
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
販
売
の
事
業
を
営
も
う

と
す
る
者
が
新
た
に
届
け
出
る
と
き
は
、
次
項
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

第
四
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
輸
入
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
七
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
二

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
七
の
輸
入
検
査
申
請
書
に
様
式
第
二

十
七
の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
高
圧
ガ
ス
の
陸
揚
地
を

十
七
の
二
の
輸
入
高
圧
ガ
ス
明
細
書
を
添
え
て
、
高
圧
ガ
ス
の
陸
揚
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す

る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
指

定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
二
第
一
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項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
及
び

３

都
道
府
県
知
事
は
、
輸
入
を
し
た
高
圧
ガ
ス
及
び
そ
の
容
器
が
第
四
十

そ
の
容
器
が
第
四
十
五
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

五
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
二
十
八

は
、
様
式
第
二
十
八
の
輸
入
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
輸
入
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
輸
入
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
五
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

第
四
十
五
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条

内
に
あ
る
場
合
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す

第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も

る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
指

の
と
す
る
。

定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

３

前
条
の
規
定
は
、
指
定
輸
入
検
査
機
関
が
行
う
輸
入
検
査
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
高
圧
ガ
ス
の

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
陸
揚
地
が
指
定
都
市
の
区
域

陸
揚
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機

内
に
あ
る
場
合
、
当
該
陸
揚
地
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す

関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入

る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
指

検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機
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関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
輸
入
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
略
］

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

（
危
害
予
防
規
程
の
届
出
等
）

第
六
十
三
条

［
略
］

第
六
十
三
条

［
略
］

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
略
］

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

の
指
定
の
際
、
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て

高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造
者

高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造
者

は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項

は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項

の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所
の

の
細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
あ
る
場
合
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事

務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

［
略
］

７

［
略
］

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
当
該
日
本

海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
高

海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お
い
て
高

圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造
者
は

圧
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
事
業
所
を
現
に
管
理
し
て
い
る
第
一
種
製
造
者
は

、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の

、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の

細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所
の
所

細
目
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
（
当
該
事
業
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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あ
る
場
合
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務

に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
）

第
七
十
九
条

［
略
］

第
七
十
九
条

［
略
］

２

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市

２

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検

の
長
が
行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
（
告
示
で
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

査
は
、
一
年
（
告
示
で
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
期
間

告
示
で
定
め
る
期
間
）
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
を
休

）
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
で

止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ
て
、
様
式
第
三
十
七
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施

あ
つ
て
、
様
式
第
三
十
七
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
休
止
届
書
に
次
に

設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査

届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け

（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自
ら
行
つ
た
こ
と
の
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
、

又
は
自
ら
行
つ
た
こ
と
の
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同

完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
ら
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と

じ
。
）
の
日
か
ら
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間

す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
告
示
で
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

が
一
年
以
上
（
告
示
で
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
期
間

告
示
で
定
め
る
期
間
以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
施
設
」
と
い
う

以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
行

当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
行
わ
な
い
も
の
と
す
る

わ
な
い
も
の
と
す
る
。

。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
略
］

６

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文

６

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
保
安
検
査
に
お
い

の
保
安
検
査
に
お
い
て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省

て
、
特
定
施
設
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
九
の
保
安
検

第
三
十
九
の
保
安
検
査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

査
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
）
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第
八
十
条

［
略
］

第
八
十
条

［
略
］

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第

定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第

一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の

一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る

長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所

項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第

協
会
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と

六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の

あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
が
行
う
保
安
検

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
よ
う
と

査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者

す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
四
十
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検
査

は
、
様
式
第
四
十
の
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保
安

受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

４

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

六
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が

は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う

行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
同
条
第
四
項

」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

及
び
第
五
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
六
項

る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事

中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
保
安
検
査
機
関

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に

が
行
う
保
安
検
査
を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
よ
う
と
す
る

届
け
出
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
四
十
一
の
指
定
保
安
検

第
一
種
製
造
者
は
、
様
式
第
四
十
一
の
指
定
保
安
検
査
機
関
保
安
検
査
受
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査
機
関
保
安
検
査
受
検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地

検
届
書
を
、
保
安
検
査
を
受
け
た
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
設
備
の
認
定
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事
等
）

（
指
定
設
備
の
認
定
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事
等
）

第
九
十
四
条
の
十
四

［
略
］

第
九
十
四
条
の
十
四

［
略
］

一

［
略
］

一

［
略
］

二

当
該
変
更
の
工
事
が
同
等
の
個
別
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る

二

当
該
変
更
の
工
事
が
同
等
の
個
別
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る

場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指
定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し

場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指
定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し

た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ
り
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技
術

た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ
り
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技
術

基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の

基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合

長
に
届
け
出
た
場
合

三

当
該
変
更
の
工
事
が
同
等
の
部
品
へ
の
交
換
及
び
同
等
の
個
別
ユ
ニ

三

当
該
変
更
の
工
事
が
同
等
の
部
品
へ
の
交
換
及
び
同
等
の
個
別
ユ
ニ

ッ
ト
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指
定
設
備
の

ッ
ト
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指
定
設
備
の

指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し
た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ
り
交
換
し

指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し
た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ
り
交
換
し

た
同
等
の
個
別
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技

た
同
等
の
個
別
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技

術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市

術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場

の
長
に
届
け
出
た
場
合

合

四

認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指

四

認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
指

定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し
た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ

定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し
た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ

り
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技
術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た

り
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備
技
術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た

後
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
届
け
出
た
場
合

後
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
身
分
を
示
す
証
票
）

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
九
十
七
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
、

第
九
十
七
条

法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
又

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は

は
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は
、
様
式
第
五
十
七
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、
様
式
第
五
十
七
と
す
る
。

と
す
る
。

（
事
故
届
）

（
事
故
届
）

第
九
十
八
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又

第
九
十
八
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

は
指
定
都
市
の
長
に
事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十
八

事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十
八
の
事
故
届
書
を
、
事

の
事
故
届
書
を
、
事
故
の
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（

故
の
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

当
該
場
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
生
し

ら
な
い
。

た
事
故
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
報
告
）

（
産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
の
報
告
）

第
九
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
七
十
四

第
九
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事

よ
り
報
告
を
行
う
と
き
は
、
速
や
か
に
事
態
又
は
事
故
の
発
生
日
時
及
び

故
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他

場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に

参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
又
は
指

つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保

定
都
市
の
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に

安
監
督
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の

、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ

上
欄
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
様
式
第
五
十
九
の

報
告
期
限
ま
で
に
様
式
第
五
十
九
の
事
故
報
告
書
を
当
該
産
業
保
安
監
督

事
故
報
告
書
を
当
該
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
表

［
略
］

表

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
百
四
条

第
八
十
一
条
、
第
九
十
四
条
、
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条

第
百
四
条

第
八
十
一
条
、
第
九
十
四
条
、
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
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（
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

（
都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府

の
規
定
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に

県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

様
式

第
１

（第
３

条
関

係

）

様
式
第
１

（第
３
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
２

（第
４

条
関

係

）

様
式
第
２

（第
４
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
３

（第
９

条
関

係

）

様
式
第
３

（第
９
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
３

の
２

（第
９

条
の

２
関

係

）

様
式
第
３
の
２

（第
９

条
の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
４

（第
1
4
条

関
係

）

様
式
第
４

（第
1
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
５

（第
1
5
条

関
係

）

様
式
第
５

（第
1
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
６

（第
1
6
条

関
係

）

様
式
第
６

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
７

（第
2
0
条

関
係

）

様
式
第
７

（第
2
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
８

（第
2
4
条

関
係

）

様
式
第
８

（第
2
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
９

（第
2
5
条

関
係

）

様
式
第
９

（第
2
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式

第
1
0

（第
2
7
条

関
係

）

様
式
第
1
0

（第
2
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
1

（第
2
8
条

関
係

）
様
式
第
1
1

（第
2
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
2

（第
2
9
条

関
係

）

様
式
第
1
2

（第
2
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
3

（第
3
1
条

、第
3
2関

係

）

様
式
第
1
3

（第
3
1
条

、第
3
2条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機
関

名

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］
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３
氏

名
を

記
載

し

、押
印

す
る

こ
と
に

代
え

て

、署
名
す
る
こ
と

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載
す

れ
ば
よ

い

。

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お
い

て

、署
名

は
必
ず
本
人
が
自
署
す

４
氏
名
を
記
載
し

、押
印

す
る

こ
と
に

代
え
て

、署
名

す
る

こ
と

る
も

の
と

す
る

。

が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い

て

、署
名

は
必

ず
本
人

が
自

署
す

る
も
の
と
す
る

。

様
式

第
1
4

（第
3
1
条

、第
3
2関

係

）

様
式
第
1
4

（第
3
1
条

、第
3
2条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機
関

名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
5

（第
3
1
条

関
係

）

様
式
第
1
5

（第
3
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
完
成

検
査

機
関

名

指
定

完
成

検
査

機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
6

（第
3
1
条

関
係

）

様
式
第
1
6

（第
3
1
条
関
係

）
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［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
完
成

検
査
機

関
名

指
定

完
成

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
1
7

（第
3
2
条

関
係

）

様
式
第
1
7

（第
3
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
8

（第
3
2
条

関
係

）

様
式
第
1
8

（第
3
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
9

（第
3
4
条

関
係

）

様
式
第
1
9

（第
3
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
2
0

（第
3
4
条

関
係

）

様
式
第
2
0

（第
3
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
2
1

（第
3
7
条

関
係

）

様
式
第
2
1

（第
3
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
1の

２

（第
3
7
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
1の

２

（第
3
7
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
2

（第
4
1
条

関
係

）

様
式
第
2
2

（第
4
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
3

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
2
3

（第
4
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
4

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
2
4

（第
4
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式

第
2
5

（第
4
3
条

関
係

）

様
式
第
2
5

（第
4
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
6

（第
4
4
条

関
係

）
様
式
第
2
6

（第
4
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7

（第
4
5
条

関
係

）

様
式
第
2
7

（第
4
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
輸
入
検
査
機
関

名

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8

（第
4
5
条

関
係

）

様
式
第
2
8

（第
4
5
条
関
係

）

［略

］

［略
］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
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高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
輸
入

検
査
機

関
名

指
定

輸
入

検
査
機
関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8の

２
（第

4
5
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
8の

２

（第
4
5
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8の

３

（第
4
5
条

の
２

関
係

）
様
式
第
2
8の

３

（第
4
5
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8の

４

（第
4
5
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
8の

４

（第
4
6
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8の

５

（第
4
5
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
8の

５

（第
4
6
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
9

（第
5
3
条

関
係

）

様
式
第
2
9

（第
5
3
条
関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
2
9の

２
（第

5
4
条

の
２

関
係

）

様
式
第
2
9の

２

（第
5
4
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
0

（第
5
6
条

関
係

）

様
式
第
3
0

（第
5
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
1

（第
5
8
条

関
係

）

様
式
第
3
1

（第
5
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
2

（第
6
3
条

関
係

）

様
式
第
3
2

（第
6
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
3
3

（第
6
7
条

関
係

）

様
式
第
3
3

（第
6
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
3
3の

２

（第
6
7
条

関
係

）

様
式
第
3
3の

２

（第
6
7
条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4

（第
7
1
条

関
係

）

様
式
第
3
4

（第
7
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
5

（第
7
4
条

関
係

）

様
式
第
3
5

（第
7
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
6

（第
7
5
条

関
係

）

様
式
第
3
6

（第
7
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
7

（第
7
8
条

関
係

）

様
式
第
3
7

（第
7
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式

第
3
7の

２

（第
7
9
条

、第
8
0
条

関
係

）

様
式
第
3
7の

２

（第
7
9
条

、第
8
0
条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
8

（第
7
9
条

、第
8
0条

関
係

）

様
式
第
3
8

（第
7
9
条

、第
8
0条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
保
安
検
査
機
関

名

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
前

回
の

保
安
検

査
後

、施
設

を
休

止
し

た
場
合
に
は

、前
回
の

３
前
回
の
保

安
検
査

の
年
月

日
の

欄
に

は

、第
７
７

条
第
３

項
に

保
安

検
査

に
係

る
保

安
検

査
証

の
交
付

年
月

日
の
欄
に

、

（

）

よ
り
当
該
検
査

を
受
け
又

は
行

つ
た
と

み
な
さ

れ
る
日

が
あ

る
場

を
設

け

、休
止

期
間

を
記

載
す

る
こ

と

。

合
は

、当
該

年
月
日
を

記
載
す

る
こ
と

。

４
前

回
の

保
安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は

、第
７
９
条
第
３
項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
行

つ
た

と
み

な
さ
れ
る
日
が
あ
る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

５

［略

］

４

［略

］

６
氏

名
を

記
載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名
す
る
こ
と

５

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ
ば
よ

い

。

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必
ず
本
人
が
自
署
す

６
氏
名
を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と
に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
と

る
も

の
と

す
る

。

が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す
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る
も
の
と
す
る

。

様
式

第
3
9

（第
7
9
条

、第
8
0条

関
係

）

様
式
第
3
9

（第
7
9
条

、第
8
0条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

印
指

定
保
安

検
査
機

関
名

指
定

保
安

検
査
機
関
名

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
保

安
検

査
の
年

月
日

検
査

職
員
又

は
検

査
員
番
号
の
欄
に
は

、

２
保
安
検

査
の
年

月
日
検

査
職
員
又

は
検

査
員
氏

名
の
欄

に
は

、

第
７

９
条

第
３

項
に

よ
り

当
該

検
査
を

受
け

又
は
行
つ
た
と
み
な

第
７
７
条
第

３
項
に
よ

り
当

該
検
査
を

受
け

又
は
行

つ
た
と
み

な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載
す
る
こ
と

。
さ
れ
る
日
が
あ

る
場
合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
・

４

［略

］

３
・
４

［略

］

様
式

第
4
0

（第
8
0
条

関
係

）

様
式
第
4
0

（第
8
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の
年

月
日

の
欄

に
は

、第
７

９
条
第
３
項
に
よ
り
当

３
保
安
検
査

の
年
月

日
の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当

該
検

査
を

受
け

又
は

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日
が
あ
る
場
合
は

、

該
検
査
を
受
け

又
は
行
つ

た
と

み
な
さ
れ

る
日

が
あ
る

場
合

は

、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

当
該
年
月
日
を

記
載
す
る

こ
と

。

４
・

５

［略

］

４
・
５

［略

］
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様
式

第
4
1

（第
8
0
条

関
係

）

様
式
第
4
1

（第
8
0
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は

、第
７

９
条
第
３
項
に
よ
り
当

３
保
安
検
査
の
年
月

日
の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け
又

は
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が
あ
る
場
合
は

、

該
検
査
を
受
け
又

は
行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る
日

が
あ
る
場
合

は

、

当
該

年
月

日
を
記

載
す

る
こ

と

。

当
該
年
月
日
を
記

載
す
る

こ
と

。

４
・

５

［略

］

４
・
５

［略

］

様
式

第
4
2

（第
8
1
条

関
係

）

様
式
第
4
2

（第
8
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の
年

月
日

検
査

員
氏
名

の
欄

に
は

、第
７
９
条
第
３

３
保
安
検

査
の
年

月
日
検

査
員

氏
名

の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
行
つ

た
と

み
な
さ
れ
る
日
が
あ

項
に
よ
り
当

該
検
査
を

受
け

又
は
行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る
日
が

あ

る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

る
場
合
は

、当
該
年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

第
4
3

（第
8
1
条

関
係

）

様
式
第
4
3

（第
8
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は

、第
７
９
条
第
３

３
保
安
検
査
の
年

月
日
検

査
員

氏
名

の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
行

つ
た

と
み
な
さ
れ
る
日
が
あ

項
に
よ
り
当

該
検
査
を

受
け

又
は
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る
日
が

あ
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る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を
記

載
す

る
こ

と

。

る
場
合
は

、当
該
年
月

日
を
記

載
す
る

こ
と

。

様
式

第
4
4

（第
8
5
条

関
係

）

様
式
第
4
4

（第
8
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
6

（第
8
7
条

関
係

）
様
式
第
4
6

（第
8
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
4
8

（第
8
9
条

関
係

）

様
式
第
4
8

（第
8
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
5
0

（第
8
9
条

関
係

）

様
式
第
5
0

（第
8
9
条
関
係

）

［略

］

［略
］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿
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検
査
組
織
等
調
査

機
関
名

［略
］

［略

］

様
式

第
5
2

（第
9
1
条

関
係

）

様
式
第
5
2

（第
9
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
3

（第
9
1
条

関
係

）

様
式
第
5
3

（第
9
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
4

（第
9
4
条

関
係

）

様
式
第
5
4

（第
9
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
5

（第
9
4
条

関
係

）

様
式
第
5
5

（第
9
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
5
5の

２

（第
9
4
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
5の

２
（第

9
4
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］
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殿
経
済
産
業
大
臣

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
5
5の

３

（第
9
4
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
5の

３

（第
9
4
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
5の

６

（第
9
4
条

の
５

関
係

）

様
式
第
5
5の

６

（第
9
4
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
5の

７

（第
9
4
条

の
５

関
係

）

様
式
第
5
5の

７

（第
9
4
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
5の

８

（第
9
4
条

の
８

関
係

）

様
式
第
5
5の

８

（第
9
4
条

の
８
関

係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機
関

［略

］

［略

］
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様
式

第
5
5の

1
0

（第
9
4
条

の
1
1
関

係

）

様
式
第
5
5の

1
0

（第
9
4
条

の
1
1
関
係

）

［略
］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
5
5の

1
1

（第
9
4
条

の
1
4
の

２
関

係

）

様
式
第
5
5の

1
1

（第
9
4
条

の
1
4
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機
関

［略

］

［略

］

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ
ば
よ

い

。

様
式

第
5
5の

1
1
の

２

（第
9
4条

の
９

関
係

）

様
式
第
5
5の

1
1
の
２

（第
9
4条

の
1
5
関

係

）

［略

］

［略

］
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経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機

関

［略

］

［略

］

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ

と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。

様
式

第
5
7

（第
9
7
条

関
係

）

様
式
第
5
7

（第
9
7
条
関
係

）

第
１

頁
第

１
頁

［略

］

［略

］

第
号

第
号

職
氏

名
職

氏
名

生
年

月
日

生
年

月
日

高
圧

ガ
ス

保
安

法
第
6
2
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
6
2
条

立
入

検
査

証
立

入
検

査
証

の
規

定
に

よ
る

の
規
定
に
よ
る

年
月

日
発

行
年

月
日

発
行

有
効

期
間

有
効
期
間

印
経

済
産

業
大
臣

（都
道
府

県
知

事

）

印



- 32 -

第
２

頁
第

２
頁

高
圧

ガ
ス

保
安
法

抜
粋

高
圧

ガ
ス

保
安
法

抜
粋

第
6
2
条

［略

］

第
6
2
条

［略

］

第
7
9
条

の
３

（略

）第
6
2
条

第
１

項

（略

）の
規

定
に

よ
り

都
道

府
第

8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、3
0
万

円
以

下
の

罰
金

に

県
知

事
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

は

、指
定

都
市

に
お

処
す
る

。

い
て

は

、指
定

都
市

の
長

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。こ
の

場
合

に
四

第
3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

お
い

て
は

、こ
の

法
律

中
前

段
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
去
を
拒
み

、妨
げ

、又
は
忌

避
し

た
者

知
事

に
関

す
る

規
定

は

、指
定

都
市

の
長

に
関

す
る

規
定

と
し

て
指

定
都

市
の

長
に

適
用

が
あ

る
も

の
と
す

る

。

（略

）

第
8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、三
十

万
円

以
下

の
罰

金

に
処

す
る

。

四
第

3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

去
を

拒
み

、妨
げ

、又
は

忌
避

し
た

者

様
式

第
5
8

（第
9
8
条

関
係

）

様
式
第
5
8

（第
9
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5
9

（第
9
8
条

の
２

関
係

）

様
式
第
5
9

（第
9
8
条
の
２

関
係

）

［略

］

［略
］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知

事
印
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指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１
［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ

と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る
一

機
関

名
を

記
載

す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

様
式

第
6
0

（第
9
8
条

の
２

関
係

）
様
式
第
6
0

（第
9
8
条
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知

事
印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る

一
機

関
名

を
記

載
す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一

茨
城
県
の
区
域
の
う
ち
、
鹿
嶋
市
（
光
の
区
域
に
限
る
。
）

一

茨
城
県
の
区
域
の
う
ち
、
鹿
嶋
市
（
大
字
光
字
光
の
区
域
に

及
び
神
栖
市
（
東
和
田
、
東
深
芝
、
深
芝
及
び
砂
山
の
区
域

限
る
。
）
及
び
鹿
島
郡
（
神
栖
町
大
字
東
和
田
、
神
栖
町
大

に
限
る
。
）
の
区
域

字
東
深
芝
、
神
栖
町
大
字
深
芝
及
び
波
崎
町
大
字
砂
山
の
区

域
に
限
る
。
）
の
区
域

二

千
葉
県
の
区
域
の
う
ち
、
市
原
市
（
五
井
海
岸
の
う
ち
一
番

二

千
葉
県
の
区
域
の
う
ち
、
市
原
市
（
五
井
海
岸
の
う
ち
一
番

地
か
ら
三
番
地
ま
で
、
五
番
地
、
六
番
地
及
び
十
番
地
、
五

地
か
ら
三
番
地
ま
で
、
五
番
地
、
六
番
地
及
び
十
番
地
、
五

井
南
海
岸
の
う
ち
二
番
地
か
ら
十
四
番
地
ま
で
、
千
種
海
岸

井
南
海
岸
の
う
ち
二
番
地
か
ら
十
四
番
地
ま
で
、
千
種
海
岸

の
う
ち
一
番
地
か
ら
三
番
地
ま
で
、
五
番
地
及
び
六
番
地
、

の
う
ち
一
番
地
か
ら
三
番
地
ま
で
、
五
番
地
及
び
六
番
地
、

姉
崎
海
岸
の
う
ち
一
番
地
か
ら
三
番
地
ま
で
及
び
五
番
地
並

姉
ケ
崎
海
岸
の
う
ち
一
番
地
か
ら
三
番
地
ま
で
及
び
五
番
地

び
に
八
幡
海
岸
通
十
二
番
地
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
袖
ケ

並
び
に
八
幡
海
岸
通
十
二
番
地
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
袖

浦
市
（
北
袖
の
う
ち
一
番
地
か
ら
二
十
五
番
地
ま
で
の
区
域

ケ
浦
市
（
北
袖
の
う
ち
一
番
地
か
ら
二
十
五
番
地
ま
で
の
区

に
限
る
。
）
の
区
域

域
に
限
る
。
）
の
区
域

三

神
奈
川
県
の
区
域
の
う
ち
、
川
崎
市
川
崎
区
（
浮
島
町
、
殿

三

神
奈
川
県
の
区
域
の
う
ち
、
川
崎
市
川
崎
区
（
浮
島
町
、
殿

町
三
丁
目
、
小
島
町
、
田
町
三
丁
目
（
神
奈
川
臨
海
鉄
道
株

町
三
丁
目
、
小
島
町
、
田
町
三
丁
目
（
神
奈
川
臨
海
鉄
道
株

式
会
社
浮
島
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
千
鳥
町
、
塩
浜

式
会
社
浮
島
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
千
鳥
町
、
塩
浜

三
丁
目
（
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
川
崎
貨
物
駅
以
南
の
区

三
丁
目
（
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
川
崎
貨
物
駅
以
南
の
区

域
に
限
る
。
）
、
塩
浜
四
丁
目
（
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

域
に
限
る
。
）
、
塩
浜
四
丁
目
（
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

川
崎
貨
物
駅
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
夜
光
一
丁
目
か
ら

川
崎
貨
物
駅
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
夜
光
一
丁
目
か
ら

夜
光
三
丁
目
ま
で
、
水
江
町
、
池
上
新
町
三
丁
目
（
首
都
高

夜
光
三
丁
目
ま
で
、
水
江
町
、
池
上
新
町
三
丁
目
（
首
都
高

速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
池

速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
池

上
町
（
首
都
高
速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に

上
町
（
首
都
高
速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。
）
、
扇
町
、
浅
野
町
、
南
渡
田
町
、
大
川
町
、
白
石

限
る
。
）
、
扇
町
、
浅
野
町
、
南
渡
田
町
、
大
川
町
、
白
石
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町
、
田
辺
新
田
及
び
扇
島
（
川
崎
市
と
横
浜
市
と
の
境
界
線

町
、
田
辺
新
田
及
び
扇
島
（
川
崎
市
と
横
浜
市
と
の
境
界
線

以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
横
浜

以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
横
浜

市
鶴
見
区
（
安
善
町
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鶴
見
線

市
鶴
見
区
（
安
善
町
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鶴
見
線

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
扇
島
（
川
崎
市
と
横
浜
市
と
の

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
扇
島
（
川
崎
市
と
横
浜
市
と
の

境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
末
広
町
、
大
黒
町
、
生

境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
末
広
町
、
大
黒
町
、
生

麦
一
丁
目
及
び
生
麦
二
丁
目
の
区
域
に
限
る
。
）
、
同
市
神

麦
一
丁
目
及
び
生
麦
二
丁
目
の
区
域
に
限
る
。
）
、
同
市
神

奈
川
区
（
宝
町
、
恵
比
須
町
及
び
守
屋
町
四
丁
目
（
首
都
高

奈
川
区
（
宝
町
、
恵
比
須
町
及
び
守
屋
町
四
丁
目
（
首
都
高

速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
）
、

速
道
路
神
奈
川
一
号
横
羽
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
同

同
市
中
区
（
豊
浦
町
及
び
千
鳥
町
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び

市
中
区
（
豊
浦
町
及
び
千
鳥
町
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
同

同
市
磯
子
区
（
鳳
町
、
新
磯
子
町
及
び
新
森
町
の
区
域
に
限

市
磯
子
区
（
鳳
町
、
新
磯
子
町
及
び
新
森
町
の
区
域
に
限
る

る
。
）
の
区
域

。
）
の
区
域

四

三
重
県
の
区
域
の
う
ち
、
四
日
市
市
（
北
納
屋
町
、
末
広
町

四

三
重
県
の
区
域
の
う
ち
、
四
日
市
市
（
北
納
屋
町
、
末
広
町

、
千
歳
町
、
午
起
二
丁
目
、
大
協
町
一
丁
目
、
大
協
町
二
丁

、
千
歳
町
、
午
起
二
丁
目
、
大
協
町
一
丁
目
、
大
協
町
二
丁

目
、
三
郎
町
、
霞
一
丁
目
、
日
永
東
二
丁
目
、
大
浜
町
、
雨

目
、
三
郎
町
、
大
字
浜
一
色
、
霞
一
丁
目
、
日
永
東
二
丁
目

池
町
、
大
字
六
呂
見
、
大
字
日
永
、
大
字
馳
出
、
塩
浜
本
町

、
大
浜
町
、
雨
池
町
、
大
字
六
呂
見
、
大
字
日
永
、
大
字
馳

一
丁
目
、
浜
旭
町
、
小
浜
町
、
石
原
町
、
三
田
町
、
東
邦
町

出
、
塩
浜
本
町
一
丁
目
、
浜
旭
町
、
小
浜
町
、
石
原
町
、
三

、
宮
東
町
二
丁
目
、
宮
東
町
三
丁
目
、
塩
浜
町
、
大
字
塩
浜

田
町
、
東
邦
町
、
宮
東
町
二
丁
目
、
宮
東
町
三
丁
目
、
塩
浜

、
川
尻
町
、
大
治
田
町
及
び
大
治
田
三
丁
目
の
区
域
に
限
る

町
、
大
字
塩
浜
、
川
尻
町
、
大
治
田
町
及
び
大
治
田
三
丁
目

。
）
の
区
域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

五

［
略
］

五

［
略
］

六

岡
山
県
の
区
域
の
う
ち
、
岡
山
市
海
岸
通
一
丁
目
及
び
倉
敷

六

岡
山
県
の
区
域
の
う
ち
、
岡
山
市
海
岸
通
一
丁
目
及
び
倉
敷

市
（
水
島
川
崎
通
一
丁
目
、
水
島
西
通
一
丁
目
、
水
島
西
通

市
（
川
崎
通
一
丁
目
、
水
島
西
通
一
丁
目
、
水
島
西
通
二
丁

二
丁
目
、
水
島
中
通
一
丁
目
か
ら
水
島
中
通
四
丁
目
ま
で
、

目
、
水
島
中
通
一
丁
目
か
ら
水
島
中
通
四
丁
目
ま
で
、
水
島

水
島
海
岸
通
一
丁
目
か
ら
水
島
海
岸
通
五
丁
目
ま
で
、
潮
通

海
岸
通
一
丁
目
か
ら
水
島
海
岸
通
五
丁
目
ま
で
、
潮
通
一
丁

一
丁
目
か
ら
潮
通
三
丁
目
ま
で
、
松
江
四
丁
目
の
う
ち
（
一

目
か
ら
潮
通
三
丁
目
ま
で
、
松
江
四
丁
目
の
う
ち
（
一
、
〇

、
〇
二
八
番
地
、
一
、
〇
三
五
番
地
の
一
、
一
、
〇
五
五
番

二
八
番
地
、
一
、
〇
三
五
番
地
の
一
、
一
、
〇
五
五
番
地
の
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地
の
三
、
一
、
一
四
三
番
地
及
び
一
、
一
七
七
番
地
の
区
域

三
、
一
、
一
四
三
番
地
及
び
一
、
一
七
七
番
地
の
区
域
）
、

）
、
南
畝
四
丁
目
二
五
〇
番
地
及
び
児
島
塩
生
字
新
浜
の
区

南
畝
四
丁
目
二
五
〇
番
地
及
び
児
島
塩
生
字
新
浜
の
区
域
に

域
に
限
る
。
）
の
区
域

限
る
。
）
の
区
域

七
～

［
略
］

七
～

［
略
］

九

九

十

大
分
県
の
区
域
の
う
ち
、
大
分
市
（
一
の
洲
、
中
ノ
洲
及
び

十

大
分
県
の
区
域
の
う
ち
、
大
分
市
（
一
の
洲
、
中
の
洲
及
び

大
字
鶴
崎
に
限
る
。
）
の
区
域

大
字
鶴
崎
に
限
る
。
）
の
区
域

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
現
在

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
八
年
六
月
一
日
現
在
に
お

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
に

け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
に
よ
つ

よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

様
式

第
1

（第
3
条

関
係

）

様
式
第
1

（第
3
条
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2

（第
1
2
条

関
係

）

様
式
第
2

（第
1
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3

（第
1
3
条

関
係

）

様
式
第
3

（第
1
3
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
4

（第
1
4
条

関
係

）

様
式
第
4

（第
1
4
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
5

（第
1
5
条

、第
1
6
条

関
係

）

様
式
第
5

（第
1
5
条

、第
1
6
条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機
関

名

［略

］

［略

］

様
式

第
7

（第
1
6
条

関
係

）

様
式
第
7

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
8

（第
1
6
条

関
係

）

様
式
第
8

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
9

（第
1
8
条

関
係

）

様
式
第
9

（第
1
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
1
0

（第
1
8
条

関
係

）

様
式
第
1
0

（第
1
8
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
1

（第
2
1
条

関
係

）

様
式
第
1
1

（第
2
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
2

（第
2
1
条

関
係

）

様
式
第
1
2

（第
2
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
3

（第
2
2
条

関
係

）

様
式
第
1
3

（第
2
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
4

（第
2
6
条

関
係

）

様
式
第
1
4

（第
2
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式

第
1
4の

2

（第
2
6
条

関
係

）

様
式
第
1
4の

2

（第
2
6
条

関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
5

（第
3
0
条

関
係

）
様
式
第
1
5

（第
3
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
6

（第
3
3
条

関
係

）

様
式
第
1
6

（第
3
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
6の

2

（第
3
4
条

、第
3
5
条

関
係

）

様
式
第
1
6の

2

（第
3
4
条

、第
3
5
条
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
様

式
第
1
7

（第
3
4
条

、第
3
5条

関
係

）

様
式
第
1
7

（第
3
4
条

、第
3
5条

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県

知
事



- 7 -

殿
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
殿

指
定
完
成
検
査
機

関
名

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
前

回
の

保
安

検
査

後

、施
設

を
休

止
し
た

場
合
に
は

、前
回
の

３
前
回
の
保

安
検
査

の
年
月

日
の
欄

に
は

、第
７
７

条
第
３
項
に

保
安

検
査

に
係
る

保
安

検
査

証
の

交
付

年
月

日
の
欄
に

、

（

）

よ
り
当
該
検
査
を

受
け
又

は
行

つ
た
と

み
な
さ

れ
る
日
が
あ

る
場

を
設

け

、休
止

期
間

を
記
載

す
る

こ
と

。

合
は

、当
該

年
月
日
を
記

載
す

る
こ

と

。

４
前

回
の

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、第
３
４
条
第
３
項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
行

つ
た
と

み
な

さ
れ
る
日
が
あ
る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

５

［略

］

４

［略

］

６
氏

名
を

記
載

し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ
５

［

］内
は

該
当
す

る
一

機
関
名

を
記

載
す

れ
ば

よ
い

。
と

が
で

き
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自
６

氏
名

を
記

載
し

、押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、署
名

す
る

こ

署
す

る
も
の

と
す

る

。

と
が

で
き

る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、署
名

は
必

ず
本

人
が

自

署
す
る
も
の
と

す
る

。

様
式

第
18

（第
34

条

、第
35
条
関

係

）

様
式
第

18

（第
34

条

、第
35
条
関
係

）

［略

］

［略

］

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
保

安
検

査
の

年
月

日
検

査
職

員
又

は
検

査
員
氏
名
の
欄
に
は

、

２
保
安
検
査

の
年
月

日
検
査

職
員

又
は
検
査

員
番

号
の
欄
に

は

、

第
３

４
条

第
３

項
に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は
行
つ
た
と
み
な

第
７
７
条
第
３

項
に
よ
り

当
該

検
査
を

受
け
又

は
行
つ

た
と
み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載
す
る
こ
と

。

さ
れ
る
日
が
あ

る
場
合
は

、当
該

年
月

日
を
記

載
す
る
こ

と

。

３
・

４

［略

］

３
・
４

［略

］

様
式

第
19

（第
35

条
関

係

）

様
式
第

19

（第
35

条
関

係

）
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［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は

、第
３

４
条
第
３
項
に
よ
り
当

３
保
安
検
査
の
年
月

日
の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け
又

は
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が
あ
る
場
合
は

、

該
検
査
を
受
け
又

は
行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る
日

が
あ
る
場
合

は

、

当
該

年
月

日
を
記

載
す

る
こ

と

。

当
該
年
月
日
を
記

載
す
る

こ
と

。

４
・

５

［略
］

４
・
５

［略

］

様
式

第
2
0

（第
3
5
条

関
係

）

様
式
第
2
0

（第
3
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の
年

月
日

の
欄

に
は

、第
３

４
条
第
３
項
に
よ
り
当

３
保
安
検
査

の
年
月

日
の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当

該
検

査
を

受
け

又
は

行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る

日
が
あ
る
場
合
は

、

該
検
査
を
受
け

又
は
行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る
日

が
あ
る

場
合

は

、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

当
該
年
月
日
を

記
載
す
る

こ
と

。

４
・

５

［略

］

４
・
５

［略

］

様
式

第
2
1

（第
3
6
条

関
係

）

様
式
第
2
1

（第
3
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

備
考

１
・

２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は

、第
３
４
条
第
３

３
保
安
検
査
の
年

月
日
検

査
員

氏
名

の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
行

つ
た

と
み
な
さ
れ
る
日
が
あ

項
に
よ
り
当

該
検
査
を

受
け

又
は
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る
日
が

あ
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る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を
記

載
す

る
こ

と

。

る
場
合
は

、当
該
年
月

日
を
記

載
す
る

こ
と

。

様
式

第
2
2

（第
3
6
条

関
係

）

様
式
第
2
2

（第
3
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

備
考

１
・

２

［略
］

備
考

１
・
２

［略

］

３
保

安
検

査
の

年
月

日
検

査
員

氏
名

の
欄

に
は

、第
３
４
条
第
３

３
保
安
検

査
の
年

月
日
検
査

員
氏

名
の
欄

に
は

、第
７

７
条

第
３

項
に

よ
り

当
該
検

査
を

受
け

又
は

行
つ

た
と

み
な
さ
れ
る
日
が
あ

項
に
よ
り
当

該
検
査
を

受
け

又
は
行
つ

た
と

み
な
さ

れ
る

日
が

あ

る
場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

る
場
合
は

、当
該
年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

第
2
3

（第
4
0
条

関
係

）

様
式
第
2
3

（第
4
0
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
5

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
2
5

（第
4
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
7

（第
4
4
条

関
係

）

様
式
第
2
7

（第
4
4
条
関
係

）

［略

］

［略
］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿
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検
査
組
織
等
調
査

機
関
名

［略
］

［略

］

様
式

第
2
9

（第
4
4
条

関
係

）

様
式
第
2
9

（第
4
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関
名

［略

］

［略

］

様
式

第
3
1

（第
4
6
条

関
係

）

様
式
第
3
1

（第
4
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
2

（第
4
6
条

関
係

）

様
式
第
3
2

（第
4
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
3

（第
4
9
条

関
係

）

様
式
第
3
3

（第
4
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿
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［略

］

［略

］

様
式

第
3
3

（第
4
9
条

関
係

）

様
式
第
3
3

（第
4
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4の

２

（第
4
9
条

の
２

関
係

）

様
式
第
3
4の

２

（第
4
9
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4の

３

（第
4
9
条

の
２

関
係

）

様
式
第
3
4の

３

（第
4
9
条

の
２
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4の

６

（第
4
9
条

の
５

関
係

）

様
式
第
3
4の

６

（第
4
9
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
様

式
第
3
4の

７

（第
4
9
条

の
５

関
係

）

様
式
第
3
4の

７

（第
4
9
条

の
５
関

係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
3
4の

８

（第
4
9
条

の
８

関
係

）

様
式
第
3
4の

８

（第
4
9
条

の
８
関

係

）

［略
］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4の

1
0

（第
4
9
条

の
1
1
関

係
）

様
式
第
3
4の

1
0

（第
4
9
条

の
1
1
関
係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機
関

［略

］

［略

］

様
式

第
3
4の

1
1

（第
4
9
条

の
1
4
の

２
関

係

）

様
式
第
3
4の

1
1

（第
4
9
条

の
1
4
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］
経

済
産

業
大

臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機
関
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備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は

記
載

し
な

い
こ

と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い

。

様
式

第
3
4の

1
1
の

２

（第
4
9条

の
1
5
関

係

）

様
式
第
3
4の

1
1
の
２

（第
4
9条

の
1
5
関

係

）

［略

］

［略

］

経
済

産
業

大
臣

殿
高
圧
ガ
ス
保
安

協
会

殿

指
定
設
備
認
定
機
関

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。
３

［

］内
は

該
当
す

る
一
機

関
名
を

記
載

す
れ

ば
よ

い
。

様
式

第
3
6

（第
5
2
条

関
係

）

様
式
第
3
6

（第
5
2
条
関
係

）

第
１

頁
第

１
頁

［略

］

［略

］

第
号

第
号

職
氏

名
職

氏
名

生
年

月
日

生
年

月
日

高
圧

ガ
ス

保
安

法
第
6
2
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
6
2
条

立
入

検
査

証
立

入
検

査
証

の
規

定
に

よ
る

の
規
定
に
よ
る

年
月

日
発

行
年

月
日

発
行
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有
効

期
間

有
効
期
間

印
経

済
産
業

大
臣

（都
道
府
県

知
事

）

印

第
２

頁
第

２
頁

高
圧

ガ
ス

保
安

法
抜

粋
高

圧
ガ
ス

保
安
法
抜

粋

第
6
2
条

［略

］

第
6
2
条

［略

］

第
7
9
条

の
３

（略

）第
6
2
条

第
１

項

（略

）の
規

定
に

よ
り

都
道

府
第

8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、3
0
万

円
以

下
の

罰
金

に

県
知

事
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

は

、指
定

都
市

に
お

処
す
る

。

い
て

は

、指
定

都
市

の
長

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。こ
の

場
合

に
四

第
3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

お
い

て
は

、こ
の

法
律

中
前

段
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
去
を
拒
み

、妨
げ

、又
は
忌

避
し
た

者

知
事

に
関

す
る

規
定

は
、指

定
都

市
の

長
に

関
す

る
規

定
と

し
て

指

定
都

市
の

長
に
適

用
が

あ
る

も
の
と

す
る

。

（略
）

第
8
3
条

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は

、三
十

万
円

以
下

の
罰

金

に
処

す
る

。

四
第

3
5
条

第
1
項

又
は

第
6
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

又
は

収

去
を

拒
み

、妨
げ

、又
は

忌
避

し
た

者

様
式

第
37

（第
53

条
関

係

）

様
式
第
37

（第
53

条
関

係

）

［略

］

［略
］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
3
8

（第
5
3
条

の
２

関
係

）

様
式
第
3
8

（第
5
3
条
の
２

関
係

）

［略
］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都

道
府

県
知
事

印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る

一
機

関
名

を
記

載
す
れ
ば
よ
い

。

４

［略

］

３

［略

］

様
式

第
3
9

（第
5
3
条

の
２

関
係

）

様
式
第
3
9

（第
5
3
条
の
２

関
係

）

［略

］

［略

］

都
道

府
県
知
事

印
都
道

府
県

知
事

印

指
定

都
市
の
長

殿
産
業
保
安
監
督
部
長

殿

備
考

１

［略

］

備
考

１

［略

］

２
×

印
の

項
は
記

載
し

な
い

こ
と

。

２
×
印
の

項
は
記

載
し
な

い
こ
と

。

３

［

］内
は

該
当

す
る

一
機

関
名

を
記

載
す
れ
ば
よ
い

。
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４

［略

］

３

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
一
の
特
別
充
塡
許
可
申
請
書
に
事
由
を
具
し
た
書
面
を
添
え
て
、
充

式
第
一
の
特
別
充
塡
許
可
申
請
書
に
事
由
を
具
し
た
書
面
を
添
え
て
、
充

填
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が

填
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が

五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
充
塡
を
す
る
事

五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
充
塡
を
す
る
事

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

二
年
法
律
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

な
い
。

以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
の

長
）
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式

第
１

（第
1
4
条

関
係

）

様
式
第
１

（第
1
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

産
業
保
安
監
督
部
長

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略

］

［略

］

様
式

第
２

（第
2
1
条

関
係

）

様
式
第
２

（第
2
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略
］

様
式

第
３

（第
2
2
条

関
係

）

様
式
第
３

（第
2
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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殿
都
道
府
県
知
事

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
４

（第
2
3
条

関
係

）

様
式
第
４

（第
2
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

上
記

の
と

お
り
登

録
す

る

。

上
記
の
と
お
り
登
録
す

る

。

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

知
事

印
都

道
府

県
知

事
印

指
定

都
市

の
長

［略

］

［略

］

様
式

第
５

（第
2
6
条

関
係

）

様
式
第
５

（第
2
6
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
６

（第
2
9
条

関
係

）

様
式
第
６

（第
2
9
条
関
係

）

［略

］

［略

］
殿

都
道
府
県
知
事

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
７

（第
3
1
条

第
１

項
関

係

）

様
式
第
７

（第
3
1
条
第
１

項
関
係

）
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［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿
［略
］

［略

］

様
式

第
８

（第
3
1
条

第
３

項
関

係

）

様
式
第
８

（第
3
1
条
第
３

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
９

（第
3
6
条

第
１

項
関

係
）

様
式
第
９

（第
3
6
条
第
１

項
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
1
0

（第
3
6
条

第
２

項
関

係

）

様
式
第
1
0

（第
3
6
条
第
２

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
容
器
等
製
造
業
者

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
2

（第
3
9
条

関
係

）

様
式
第
1
2

（第
3
9
条
関
係

）

［略

］

［略
］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］
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様
式

第
1
3

（第
4
1
条

関
係

）

様
式
第
1
3

（第
4
1
条
関
係

）

［略
］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
4

（第
4
2
条

関
係

）

様
式
第
1
4

（第
4
2
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
5

（第
4
3
条

関
係

）

様
式
第
1
5

（第
4
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
6

（第
4
5
条

第
１

項
関

係

）

様
式
第
1
6

（第
4
5
条
第
１

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
7

（第
4
5
条

第
２

項
関

係

）

様
式
第
1
7

（第
4
5
条
第
２

項
関
係

）

［略

］

［略

］
殿

経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
1
8

（第
4
5
条

第
３

項
関

係

）

様
式
第
1
8

（第
4
5
条
第
３

項
関
係

）
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［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

検
査
組
織
等
調
査
機

関

［略

］

［略

］

様
式

第
1
9

（第
4
6
条

第
１

項
関

係

）

様
式
第
1
9

（第
4
6
条
第
１

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
0

（第
4
6
条

第
２

項
関

係

）

様
式
第
2
0

（第
4
6
条
第
２

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
1

（第
4
6
条

第
３

項
関

係

）

様
式
第
2
1

（第
4
6
条
第
３

項
関
係

）

［略

］

［略

］

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

［略

］

［略

］

様
式

第
2
2

（第
4
8
条

関
係

）

様
式
第
2
2

（第
4
8
条
関
係

）

［略

］

［略
］

経
済
産
業
大
臣

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）
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［略

］

［略

］

様
式

第
2
4

（第
5
1
条

関
係

）

様
式
第
2
4

（第
5
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

指
定
容
器
検
査
機
関

［略

］

［略

］

様
式

第
2
6

（第
5
4
条

関
係

）

様
式
第
2
6

（第
5
4
条
関
係

）

［略

］

［略

］

経
済
産
業
大
臣

殿
殿

（都
道
府
県
知
事

）

［略

］

［略

］

様
式

第
2
8

（第
5
7
条

関
係

）

様
式
第
2
8

（第
5
7
条
関
係

）

［略

］

［略

］

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

殿
殿

指
定
容
器
検
査
機
関

［略

］

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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